
＜人権カレンダー＞（4 月～１０月） 

◆ ４月 １０～１６日 女性週間             

３０日 ホロコースト記念日 

 

◆ ５月 （児童福祉月間）  

１日 国際労働者デー 
         ３日 世界報道自由デー                 
      １～ ７日 憲法週間 
      ５～１１日 児童福祉週間 
        １５日 国際家族デー 

◆ ６月 （外国人労働者問題啓発月間） 
（男女雇用機会均等月間） 
（就職差別撤廃月間） 

１日 人権擁護委員の日                   
４日 侵略による罪のない幼児 

犠牲者の国際デー 
        １２日 児童労働反対世界デー 
     ２３～２９日 ハンセン病を正しく理解 

する週間        
２０日 世界難民の日       
２２日 らい病予防法による被害者 

の名誉回復及び追悼の日 
     ２３～２９日 男女共同参画週間     

２６日 国連憲章デー 

◆ ７月 （社会を明るくする運動月間） 
         １日 更生保護の日 

１～７日 全国安全週間 

◆ ８月    ２９日 核実験に反対する国際デー 

◆ ９月 （高齢者保健福祉月間） 
（障がい者雇用支援月間） 
（発達障がい者福祉月間） 

         ８日 国際識字デー 
１０～１６日 自殺予防週間 

        １０日 世界自殺予防デー 
２１日 国際平和デー  

◆１０月 （部落差別調査等規制等条例啓発月間） 
（精神保健福祉月間） 

         １日 国際高齢者デー 
         ２日 国際非暴力デー 

１～７日 法の日週間 
全国労働衛生週間 

        １０日 世界メンタルヘルスデー 
     １０～１６日 精神保健福祉普及週間       

１７日 貧困撲滅の国際デー 
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＜編集後記＞ 

■新型コロナウイルス感染拡大対策のため、様々な事

業が次々と中止となり、大変な年を迎えました。こ

れからどんな事態が待っているかわかりませんが、

この体験を生かして欲しいと願っています。 

 

発行・編集：河内長野市人権協会 

〒586-8501  大阪府河内長野市原町１－１－１ 

（河内長野市役所 5 階 人権推進課内） 

電話 0721-53-1111（内線 575・577） FAX 53－1955 

http://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp 

＜人権協会相談事業のご案内＞ 

◆人権協会では、下記の３つの相談窓口を設

けています。会員の皆様の周りで、困りご

とを抱えておられる方々に、是非、お知ら

せください。       ＜相談無料＞ 

       

 ◇人権あれこれ相談 

人権問題のみに限らず、身の周りの様々

な問題について、「どこに相談したら良い

か判らない」「どんな選択肢が考えられる

か判らない」等の場合も、一緒に 

検討し、ご相談に応じます。 

 

 ◇総 合 福 祉 相 談  

ＣＳＷ（地域支援相談員）の有資格者が

ご相談に応じます。 健康・医療・障が

い・経済・生活基盤… 

様々な問題を一緒に検討し、 

解決への糸口を探ります。 

LINE での相談→ 

 

 ◇進路選択支援相談 

奨学金をはじめ、お子様の進学（進学後

も含む）に関する教育資金の調達方法、

その他についてご相談に応じます。 

 

 

 

 

 ※いずれのご相談も、市役所５階「人権協

会」にて応じますが、事前にお電話いただ

ければ助かります。 

（53-1111 内線５７５・５７７） 

 ※いずれの相談窓口も、 

内容はプライベートな 

問題となりますので、 

秘密厳守で承ります。 

＜令和２年度 河内長野市人権協会総会について＞ 

５月２０日（水）午後１時３０分より、市役所８階８０２会議室において、本年度の総会を開催する予定で

したが、新型コロナウイルス感染リスク軽減にともない、やむを得ず総会の開催を断念することになりまし

た。会員の皆様には、別紙総会資料を送付しますので、昨年度事業実績などの合計４案件をご確認いただき、

同封していますハガキの「賛成・反対」のどちらかにチェックしていただいてご返信をお願いします。 

＜令和２年度（上期）イベント他事業活動予定＞ 

■憲法週間啓発 ４月２８日（火）～ ５月８日（金） に横断幕と公用車ステッカーの設置を行います。 

 

■市民まつり ５月１0 日（日）午前１０時～午後４時半 於：赤峰市民広場 

（新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、中止になりました） 

■「共に生きるまちづくりを目指して」６月２1日（日）午後１時３０分～午後３時 30分 於：キックス 

 ☆昨年度は映画「みんなの学校」を上映し、秋の講演会では、みんなの学校の 

初代校長の木村泰子先生から不登校ゼロの取り組みをご講演いただきました。 

今年の上映作品は、開催の可否を含め現在検討中です。 

■愛・いのち・平和展 於：キックス            

７月２4 日（金）２5 日（土）午前１０時～午後４時 予定  

 ☆今年もみんなが楽しめるようなイベントを、企画中です。  

■市民サロン展示 ７月１日（水）～８月１４日（金）予定 

 ☆展示テーマ「（仮）感染症の歴史と人権について」 

■「夏休み子ども人権シアター」 ８月開催予定 

 ☆昨年度は、「怪盗グルーのミニオン大脱走」を上映しました。今年の上映作品は検討中です。 

■「夏休み平和施設見学会」 ８月１９日（水）予定 

 ☆昨年は、パナソニックエナジー社と八尾市立リサイクルセンターの見学会を実施しました。今年も見学

会を企画検討中です。（詳細及び応募方法は市広報７月号でお知らせする予定です） 

※ここに記載の予定は、新型コロナウィルス感染状況により変更する場合があります。 

思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり 

人権協会だより 
ｖｏｌ. １４ 

-20２０.５.1- 

みんなで築こう 人権の世紀 
～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 

              違いを認め合う心～ 
令和２年度啓発活動重点目標 

第 2 次大戦開始後のナチス・ドイツに
よるユダヤ人大虐殺。 

http://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp/
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＜特殊詐欺関係情報＞＝その６＝ 

 

  

 

＜令和元年度（下期） 事業実施状況＞ 

■市民サロン啓発展示（１１月５日～１２月１６日） 

 ・「SDGｓ」・「外国人の人権」・「人権三法」等の解説やポスターを展示。 

■人権週間啓発活動（１１月２９日～１２月１１日） 

 ・河内長野・三日市町両駅前ロータリーに啓発横断幕を設置、市の公用車にマグネットステッカーを貼付。 

 

 

 

駅前ロータリー（横断幕と幟）      マグネットステッカー 

 

■「人権を考える市民の集い」（１１月２３日、ラブリーホール）来場者１０９名 

 ・田村太郎さんによる講演会「多文化共生の地域づくりと外国人の人権」を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「安全安心のまちづくり市民大会」（１1 月２４日、キックス） 

 ・「みんなで防ごう特殊詐欺」講師：大阪府警察本部府民安全対策課 来場者２１９名 

■「共に生きるまちづくりを目指して」第２回講演会（令和２年１月２６日、キックス） 

 ・辻由起子さんによる講演会「大人が変われば、こどもが変わる」を実施。来場者７１名 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■南河内人権啓発推進大会（令和２年２月２１日、まつばらテラス（輝）多目的ホール） 

 ・講演会 テーマ：「インターネットと人権」講師：世利桃枝氏 

  インターネットを利用した人権侵害が増加している。私たちにできることは何か？ 

河内長野６名参加予定（新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、中止になりました） 

■ボランティアフェスティバル（令和２年２月２３日、キックス・他） 

・テーマ「より良い明日へ」 人権協会は、協会の活動を紹介したポスターを準備 

（新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、中止になりました） 

■生活情報展（令和２年３月６～７日、ノバティホール） 

 ・テーマ「地球を見つめる 私たちのくらし」 

「外国人の人権尊重」の啓発ポスター展示、「人権３法施行 3 周年記念マスク」等の配布準備 

（新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、中止になりました） 

■指導者研修（令和２年３月１２日） 

・現地学習会：①全国水平社創設者のひとり西光万吉氏邸 ②和歌山市平井地区  

（新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、中止になりました） 

  

 

 

＜加盟団体個別紹介 その１１＞ 
 

■河内長野市更生保護女性会 

 河内長野市更生保護女性会は現在４０名で活動しています。 

 本会は女性の立場から地区保護司会の行う更生保護事業に協力し、犯罪のない明るい社会の実現に寄与すること

を目的とした活動をしています。本会の発足当初は、美原区・大阪狭山市・河内長野市３地区合同で、活動してい

ましたが、美原区は堺市に、大阪狭山市は、昨年より「単独での活動をする」とのことで、河内長野市も現在は、

当市独自で活動しています。 

 市外への活動は、管轄区域の少年院への誕生会に参加し、院生と懇談し、私たちの人生経験を話題にして、ひと

時を過ごしたりします。また更生保護施設の寮への食事作りには、自家菜園の野菜を持ち込んで家庭の味を味わっ

てもらっています。 

 会員の勉強会として少年院・更生保護施設等を研修し自己研鑽を高めています。市内での活動は、現在、生涯学

習部 地域教育推進課と連携を取り小学校２年生を対象に「放課後子ども教室おもちゃ作り」を各小学校に出向き

子どもたちと、楽しい話をしながら、身近な材料で「手づくりおもちゃ」を作っています。完成した作品を手にし

た子どもたちの歓声を聞いて、私達が元気をもらっています。 

 次の時代を担う子どもたちが、安心して暮らしていけるまちづくりのお手伝いができるように会員一同心がけ、

これからも活動してまいります。 

 

■河内長野市ＰＴＡ連絡協議会 

河内長野市ＰＴＡ連絡協議会は、市立の幼稚園、小学校、中学校の計２１校園ＰＴＡにより組織されてい

ます。協議会には、総務部会・広報部会・中学校部会・小学校部会・幼稚園部会・子育て部会が設けられて

おり、各部会では、ＰＴＡ活動全般にかかわる諸問題についての協議・情報交換や広報活動、各学校園にお

ける課題などの研究・協議、保護者の視点による子育て・教育についての研究・学習などの活動を行ってい

ます。また、河内長野市ＰＴＡ連絡協議会は、大阪府ＰＴＡ協議会や南河内地区ＰＴＡ連絡協議会にも所属

しており、役員等を派遣するほか、講演会や研修会などにも積極的に参加しています。 

近年、ＰＴＡの役割や加入率に関する問題など、これまでの組織としてのあり方が、全国的にも課題とし

て取り上げられています。しかし、ＰＴＡは、保護者や教職員が協力することで、家庭、学校、社会におけ

る児童・生徒の健全な成長を促進させることを目的とした組織であり、ＰＴＡ活動が継続的に行われること

は、学校生活における子どもたちの成長に大きく寄与するものと考えています。 

河内長野市ＰＴＡ連絡協議会では、今後も、学校と保護者、地域が連携し、安全安心に関する取り組みや

学校生活に関わる環境整備、地域活動への協力などを行い、子どもたちが健やかに成長することができるよ

う、ＰＴＡ活動の活性化に向けた取り組みを進めていきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 
会長挨拶 

会長挨拶 講師 田村太郎さん 

講師 辻 由起子さん
さん 

参加者 

＜先ず注意すべきことは＞ 

◎記載の電話番号には絶対に連絡をしない。（犯人のつけ入る機会が増えてしまいます） 

◎電話が掛かってきた場合で「おかしいな」と感じたら、その場で対応せず、いったん電話を切って、 

ためらわずに家族や警察に相談する。（下記相談窓口でも気軽に相談できます） 

河内長野市消費生活センター（ノバティながの南館３階）０７２１－５６－０７００ 

 

        令和になって「架空
か く う

請求
せいきゅう

詐欺
さ ぎ

」が急増しています！ 

 
葉書きやメールの「最終通告」にご注意を！！                

◎まわりの人に同じものが届いていないか聞いてみましょう。          

◎振り込んでしまった場合でも、すみやかに、最寄りの警察署と、振り込み手続き

をした銀行に、振り込め詐欺の被害に遭った旨を届け出ましょう。 

って「架空
か く う

請求
せいきゅう

詐欺
さ ぎ

 

 

参加者 

 速報  無断でマスクを送り付けてくる等！           

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にもご注意ください！ 

                 

 


